
31　地域の建設産業におけるＩｏＴ・ＡＩを活用した
　　働き方改革の推進について

主管省庁（内閣官房，内閣府，国土交通省大臣官房，土地・建設産業局）

【現状と課題】

【政権与党の政策方針】
《平成30年度国予算の内容》
　◇　生産性の向上と新需要の創出による成長力の強化
　　・　AIや新技術の導入によるi-Constructionの取組の拡大　１９億円（全国枠）
《まち・ひと・しごと創生総合戦略(2017改訂版)》（P28，P54）
　◇　生産性の高い，活力に溢れた地域経済実現に向けた総合的取組
　◇　地方への人材環流，地方での人材育成，地方の雇用対策
《自由民主党 総合政策集2017 J-ファイル》（P50，P89）
　◇　ＩＴを活用した経営力の向上
　◇　生産性・機能性を高めるインフラマネジメントの推進

県担当課名　　建設管理課
関係法令等　　建設業法，公共工事の品質確保の促進に関する法律

　■　建設産業は，地域の経済・雇用や防災の中核を担っているが，
　　「若者の建設業離れ」と「就労者の高齢化」への対応が急務となっている。

　■　建設現場の生産性向上（i-Construction）に向けたＩＣＴの全面的活用に
　　ついては，技術者・技能労働者の育成や新たな設備投資などが必要となるが，
　　県内建設企業の約９割が従業員数２０人未満の小規模経営であり，
　　県発注工事の約６割が１千万円未満の小規模工事である。

　■　今後，建設労働者の大量離職が予測されており，将来の担い手の確保・育成
　　とともに，幅広い分野でのＩｏＴ・ＡＩ活用による「生産性の向上」と
    「就労環境の改善」により，「働き方改革」を実現していく必要がある。

直面する課題

建設業就業者の年齢構成（徳島県）
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建設企業の従業員数（徳島県，土木一式工事）

有効求人倍率の推移（徳島県）
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【課題解決への方向性と処方箋】

【徳島発の政策提言】

　・　中小建設企業の導入促進につながるよう，モデル事業を拡充すること。

　・　中小建設企業における働き方改革の実現に向け，現場管理，工事書類作成，
　　立会・検査等にＩｏＴ・ＡＩを導入するためのガイドラインを策定すること。

　■　建設産業の持続的な発展を図るため，日進月歩で進化するＩｏＴ・ＡＩ等の
　　革新的技術の開発・導入により，企業経営の健全化や働きやすく魅力ある
    建設現場づくりを行う必要がある。

　・　本県の建設現場を開発・実証フィールドとし，ＩＣＴ施工に加えて，
　　現場管理，工事書類作成，立会・検査等，全ての過程にＩｏＴ・ＡＩを活用し，
　　業務の効率化を図る建設生産システムを構築すること。

　■　特に，地域の中小建設企業が生産性向上を図り，働き方改革を実現するため
　　には，ＩＣＴ施工に加え，現場管理，工事書類作成，立会・検査等の全過程に
　　わたりＩｏＴ・ＡＩ等を導入し，さらなる効率化を図っていく必要がある。

方向性（処方箋）

具体的内容

提言① 本県の建設現場を開発・実証フィールドとした
ＩｏＴ・ＡＩ活用による建設生産システムの構築

将来像

地方創生の成果実感に向けて

「生産性向上」，「働き方改革」による建設産業の持続的発展！

提言② 働き方改革に向けたＩｏＴ・ＡＩ導入ガイドラインの
策定

新たな働き方で多様な人材の活躍若者や女性の入職・活躍

週休２日の確保，安全性の向上経営環境の改善，賃金水準の向上

新３Ｋ 「カッコイイ」，「快適な」，「希望」の持てる「スマートな建設産業」を実現！

ＩＣＴ施工（現場施工の省力化） ＋

発注者受注者【建設企業】

ビッグデータＩＣＴ建機 情報共有ＡＩＩｏＴ

ＩｏＴ・ＡＩ等の革新的技術の開発・導入

i-Constructionの深化

H29・ＩＣＴ土工を本格試行
・国のモデル事業にも選定

H30・ＩＣＴ舗装の試行開始

★ドローン，ＩＣＴ建機による
土工・舗装工事の省力化

★ビッグデータを施工計画や
安全管理に活用

★紙からタブレットへ

⇒現場立会からＷｅｂ立会・検査へ

⇒書類の簡素化，業務効率化

★クラウドシステムにより，
受発注者間で書類，写真等を共有

★熟練技能者のノウハウをＶＲ
等で若者に継承

H29・検査にタブレット端末を活用
・工事写真に電子小黒板導入

H30・クラウドによる情報共有開始
・現場管理でモバイルワーク試行

現場管理 （工事書類，立会・検査等の省力化）

【徳島県の取組】
【徳島県の取組】

クラウド
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（様式）
（ア） ① （イ） 新規 

32　障がい者の自立と社会参加に向けた支援の充実について

主管省庁（内閣官房，内閣府，厚生労働省社会・援護局）

【現状と課題】

【政権与党の政策方針】

《平成30年度国予算の内容》
　◇　良質な障害福祉サービス，障害児支援の確保
　　・　障害福祉サービス等報酬改定　＋０．４７％
　◇　障害者に対する就労支援の推進　１２億円

《まち・ひと・しごと創生総合戦略(2017改訂版)》（P56，P57）
　◇　女性，若者，高齢者，障害者が活躍できる社会の実現

《自由民主党 総合政策集2017 J-ファイル》（P63）
　◇　障害者への施策の推進　
《公明党 マニフェスト2017》（P15）
　◇　障がい者のライフステージに応じた教育・支援の充実

県担当課名　　障がい福祉課
関係法令等　　障害者総合支援法

　■　就労継続支援Ｂ型の事業所数は，工賃向上の効果による利用者の増大に伴い，
　　制度創設時より大幅に増加，障がい者の就労の場として，また，一般就労への
　　移行訓練の場として，地域移行への必須となる生活基盤形成に寄与している。

　■　今回の報酬改定では，目標工賃達成加算が廃止され，工賃向上を図ってきた
　　事業所が報酬減の影響を大きく受けるため，技術指導経費等の削減を余儀なくされ
　　ている。また，報酬増へは，報酬額の階層幅が大きく，上昇意欲がわかないため，
　　工賃向上及び一般就労移行への支障が懸念されている。

　■　これまでの工賃向上は，各事業所の取組みに加え，「障害者優先調達推進法」
　　及び「障害者の働く場の発注促進税制」の効果が大きい。平成26年に終了した税
　　制の影響を克服し，工賃向上を図るには，共同受注窓口組織の強化が重要である。

■全 国 １５，３００円

■徳島県 ２０，８７６円
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直面する課題
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全国のＢ型事業所数の推移 小規模事業所の現金給与額
(H27年毎月勤労統計調査)

■全 国 １９１，２６９円

■徳島県 １６４，４９７円

１～４人の小規模事業所

障がい者就労支援施設工賃(H28)

依然として

金額の差が大きい
13,079
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【課題解決への方向性と処方箋】

【徳島発の政策提言】

　・　工賃向上への事業所の意欲増進のため，報酬については，全国の平均工賃
　　の伸び率を上回るなど工賃向上実績を残した事業所とそれ以外の事業所の
　　不均衡を是正し，工賃向上にインセンティブが発生するよう制度見直しを
　　行うこと。

　・　共同受注窓口組織の機能強化を図るため，人員体制や事業所への技術指導に
　　係る支援の充実に加え，現在補助制度の対象外である新製品開発のための設備
　　導入や高校等と連携した研究事業も実施できるよう，補助制度拡充を図ること。

　■　工賃向上を図るには，介護報酬の要支援改善のアウトカム評価導入のように，
　　工賃向上実績に伴うインセンティブが必要である。

　■　工賃の向上のため，事業所の受注増を図るには，共同受注窓口組織による人
　　員体制はもとより，営業活動や新商品の開発，事業所への技術指導の強化が必
　　須であり，運営力の強化のため制度の充実が必要である。

方向性（処方箋）

具体的内容

提言① 就労継続支援Ｂ型利用者の工賃向上実績に伴う
インセンティブの確保

提言② 授産製品の共同受注窓口機能の強化

将来像

地方創生の成果実感に向けて

就労継続支援施設の工賃向上による
障がい者の自立と社会参加の実現

(例) 就労継続支援Ｂ型（定員20人以下）

報酬改定の状況
旧 報 酬

基本報酬

１人／１日につき

５８４単位 ＋
目標工賃達成加算
（Ⅰ） ６９単位

（Ⅱ） ５９単位

（Ⅲ） ３２単位

新 報 酬

基本報酬に加え，工賃向上努力に対し加算を行う制度

加算を廃止し，平均工賃月額に基づく基本報酬のみ

改定の影響

影響額等 ※報酬＝単位×10円×人数(20名)×年間264日

年間報酬額（旧報酬）

３４，４７８千円

目標工賃達成加算（Ⅰ），平均工賃月額 23,000円の場合

645 586

621 571

609 562

597 　※1単位：10円

平均工賃月額 単位

 2.5万円以上3万円未満

 2万円以上2.5万円未満

 1万円以上2万円未満

 5千円以上1万円未満

 5千円未満

平均工賃月額 単位

 4.5万円以上

 3万円以上4.5万円未満

年間報酬額（新報酬）

３１，５２１千円約３００万円
減収

工賃向上努力加算無し，平均工賃月額 23,000円の場合

年間報酬額（新報酬）

３１，５２１千円

年間報酬額（旧報酬）

３０，８３５千円 加算未取得
だが増収

報酬増は，平均工賃月額を上位の階層へ引き上げる必要あり

平均工賃月額２３，０００円の事業所→２５，０００円

H27→H28全国工賃の上昇額 267円

事業所の工賃向上意欲がわかない

8年必要

報酬増を図るには
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33　消費者行政新未来創造オフィスの拠点機能の強化と
　　政府関係機関の地方移転の推進について

主管省庁（内閣官房，内閣府, 消費者庁，国土交通省）
【現状と課題】

【政権与党の政策方針】
《平成30年度当初予算案》
　◇　「消費者行政新未来創造オフィス」関連経費：３．９億円
《まち・ひと・しごと創生総合戦略（2017改訂版）》（P58-60）
　◇　政府関係機関の地方移転
《自由民主党 総合政策集2017 J-ファイル》（P16，P34，P38）
　◇　働き方改革
　◇　地方創生
　　・　中央省庁など政府関係機関の地方移転を推進
《公明党 マニフェスト2017》（P8）
　◇　長時間労働の是正，同一労働同一賃金など，働き方改革の実現

県担当課名　　消費者くらし政策課，消費生活創造室，地方創生推進課，次世代交通課
関係法令等　　まち･ひと･しごと創生法

　■　東京一極集中是正のため，消費者庁等の徳島移転を突破口とした，
　　政府機関の地方移転の実現は，地方への新たな人の流れを生み出すために，
　　必要不可欠である。

　■　消費者庁等の全面移転は，「地方創生」をはじめ，「霞が関の働き方改革」，
　　「首都直下型地震」に備える危機管理，「国の新たな統治機構のあり方」など，
　　我が国のあるべき姿にとって重要な意義を有している。

　■　中央省庁の地方移転のモデルケースとして，
　　「消費者行政新未来創造オフィス」の徳島県設置を第一歩とした，
　　消費者庁等の徳島への全面移転を実現すべきである。

直面する課題

国の新たな

統治機構のあり方

防災・

危機管理

霞が関の

働き方改革

地方創生

の実現

地方への新たな人の流れの創出

人口の減少
若者の流出

東京一極集中の是正

テレワーク・
ペーパーレス

首都直下型

地震への備え

明治開闢以来の

大改革

消費者庁・国民生活センター

消費者行政

新未来創造オフィス

消費者行政新未来創造オフィス

中央省庁 地方移転の意義
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【課題解決への方向性と処方箋】

【徳島発の政策提言】

　■　地方創生実現に向けた政府関係機関の地方移転を今後更に推進するためには，
　　消費者庁等の全面移転の実現が不可欠であり，
    移転に向け必要な環境整備を推進する必要がある。

　■　消費者庁が各省と対峙するためには，業を育成する官庁と規制する官庁とを
　　明確に分離し，消費者「庁」から消費者「省」へ格上げする必要がある。

　

　
　

　■　地方創生の観点から，徳島県を実証フィールドとして展開している
　　「消費者行政新未来創造オフィス」の成果を，
　　全国の消費者行政の発展につなげることが求められる。
　

方向性（処方箋）

具体的内容

提言② 「政府関係機関」の地方移転の推進

提言① 「消費者行政新未来創造オフィス」の拠点機能の強化

将来像

地方創生の成果実感に向けて

消費者行政

新未来創造オフィス

「新未来創造

プロジェクト」の展開

地方創生，ひいては，一億総活躍社会の実現へ！

消費者「庁」

消費者「省」

◎政府関係機関の地方移転の加速

府省庁間共通テレビ会議システム

高速交通網の整備

◎全国の消費者行政の向上

地方の先駆的な取組への支援

徳島への

○ 各府省庁共通のテレビ会議システムの構築

○ 地方空港間の航空ネットワークなどの高速交通網の構築

・ 新たな課題解決に向けたプロジェクト実施など，

活動に必要な人員・予算を確保すること。

・ まち・ひと・しごと創生本部決定に基づき，国として取組みが必要な

環境整備を着実に進めること。

・ 「政府関係機関の地方移転」の加速に向け，サテライトオフィスを

広域ブロックごとに設置し，「実証実験」の更なる展開を図ること。

・ 政府関係機関の地方移転の必要性や意義を，広く国民に発信すること。

徳島を実証フィールドとした

◎新次元の消費者行政・消費者教育

問題解決→全国展開

・とくしまエシカル消費推進会議

・とくしま消費者志向経営推進組織

の発足！

地方では初

全面移転の実現

・ 「子どもの事故防止」をはじめとしたプロジェクトの成果を，

政策立案に結びつけるとともに，交付金の対象とするなど，

全国展開に向けた制度化を図ること。
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主管省庁（内閣官房，内閣府，消費者庁，外務省，経済産業省）

【現状と課題】

【政権与党の政策方針】
《政府関係機関移転基本方針》(P5)
　◇　国の機関としての機能発揮の検証（抜粋）

《まち・ひと・しごと創生総合戦略(2017改訂版)》(P58－P60)
　◇　政府関係機関の地方移転

県担当課名　　地方創生推進課，消費者くらし政策課，南部総合県民局，西部総合県民局

関係法令等　　まち・ひと・しごと創生法

　　・　先行的実施の状況を見つつ，各省庁も参加して試行する。

　　・　移転基本方針に規定する「国の機関としての機能発揮の検証（社会実験）」
　　　については，当該方針に沿って，引き続き検討等を進める。
　　・　地方に中央省庁のサテライトオフィスを設置して本省の業務の一部を執行す
　　　ることの可能性については，内閣府においては，地方公共団体への地方創生の
　　　アウトリーチ支援の観点から，サテライトオフィスの充実に取り組む。

　■　「サテライトオフィス」は，その有用性が広く認知され，多くの自治体が
　　誘致を開始している。その有用性は，海外でも注目され，ＳＯが集積する
　　地域（神山町など）では，海外の視察団やマスコミが多く訪れている。

34　「一歩先の未来」を切り拓く，国を挙げた
　　「サテライトオフィス戦略」の推進について

　■　「中央省庁のサテライトオフィス設置」を筆頭に，国がイニシアティブを
　　とり，官民挙げて，「働き方改革」にも資するサテライトオフィスの活用が
　　求められている。

　　・　国家組織のあり方や行政改革，働き方改革の視点に立って，テレビ会議やテ
      レワークその他の最新のＩＣＴ等も活用した実証実験に政府全体で取り組む。

　■　地方都市が，現在注目される「グローカル化」を推進する上で，海外企業
　　のＳＯと連携を図ることで，加速度的に進めることが期待されるが，海外企
　　業は，ＳＯの進出に当たっての手続きの負担への懸念から，なかなか進まな
　　い。

直面する課題

「サテライトオフィス」が「一歩先の未来」を切り拓く！

日本にサテライトオフィスを
設置するには，どのような
手続きがあるのですか？

視察した

海外企業

からの声

「えんがわオフィス」を
視察するヴァイル首相

●海外企業もＳＯに関心を示している

・手続きは，国・条件ごとにケースバイケース

・登記・税制など，手続きが多岐にわたり，

説明が困難

→ＳＯ設置のガイドラインが必要

●政府全体における「２つの課題解決策」

地方移転を加速！

中央省庁のＳＯ設置

試行・検討結果等を踏まえた，

各省庁ＳＯ設置に向けた実証実験の充実

＜まち・ひと・しごと創生総合戦略（2017改訂版）＞

政府関係機関の
地方移転の実現

ＩＣＴ活用等による国の機関としての機能発揮
に向けた「テレワーク実証実験」の早期実施

＜H28.3政府関係機関移転基本方針＞

さらに！

平成29年度に実施したＳＯ試行の様子

（青森県八戸市） （高知県安田町）

・ H29.5 ドイツ・
ニーダーザクセン州
ヴァイル首相が視察

・サテライトオフィスに
強い関心！

・海外企業・
マスコミも
多数訪問

これまでの取材

ワシントンポスト
ＮＨＫワールド

ＣＮＮ

ＰＲにより
さらなる注目が！
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【課題解決への方向性と処方箋】

【徳島発の政策提言】

　■　「政府関係機関」や「企業の本社機能」の地方移転を加速させるべく，
　　「中央省庁ＳＯ設置」については，累次の実証実験の結果を検証した上で，
　　ＳＯ設置に向けた明確な方針を示す必要がある。

　・　国際会議やイベント会場において，海外企業に向け，
　　「日本のサテライトオフィス」の取組みについて広くＰＲすること。
　・　海外企業が，日本（特に地方）にサテライトオフィスを設置する際に
　　必要となる，登記や税制などの必要な手続きについて，
　　具体的なガイドラインを作成し，周知を図ること。

　・　「中央省庁のサテライトオフィス設置」に向けた明確な方針を示すこと。
　・　「政府関係機関の地方移転」加速の基盤となる
　　「各省庁共通のテレビ会議システム」を速やかに整備すること。

　■　海外企業が，日本でＳＯを設置するに当たっての環境整備が必要である。

方向性（処方箋）

地方創生の成果実感に向けて

具体的内容

提言① 海外企業のサテライトオフィス設置に向けた
普及活動の充実

提言② 「中央省庁のサテライトオフィス設置」の早期実現

将来像

国を挙げた｢サテライトオフィス戦略｣により,「地方創生」実現へ！

「地方創生のモデル」ＳＯ発祥の地・徳島からの「新次元展開」！

「地方創生」実現！

消費者庁の「先行的実施」状況を踏まえ，
「中央省庁ＳＯ設置」方針を明示

「各省庁共通のテレビ会議システム」の早期整備

働き方改革の実現

●地方移転を支える基盤

●機能発揮の検証（社会実験）

地方への新しい
人や企業の流れの創出

「実証実験結果」検証→「中央省庁ＳＯ設置」実現へ！

「働き方改革」への理解促進

「グローカル化」の推進

地域経済の活性化

多様な文化交流

海外企業の
ＳＯ進出

海外企業のＳＯ進出に向けたＰＲや支援

ＳＯの設置に
向けたＰＲ

ガイドライン
の作成

海外企業のＳＯが

進出を検討しやすい環境整備

海外企業ＳＯの設置

海外企業のＳＯは地方に様々な効果をもたらす

海外企業に向け

日本へのＳＯ進出をＰＲ

ＳＯ開設に必要な

手続きを紹介

「政府関係機関の地方移転」実現！
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35　新未来を見据えた消費者行政の展開について
主管省庁（内閣官房，内閣府，消費者庁）

【現状と課題】

【政権与党の政策方針】
《平成30年度国予算の内容》
　◇　政策課題に対応した地方消費者行政の強化や新たなプロジェクトの推進
　　・　地方消費者行政強化交付金　２４億円
《まち・ひと・しごと創生総合戦略(2017改訂版)》（P58～P60）
　◇　政府関係機関の地方移転
《自由民主党 総合政策集2017 J-ファイル》（P95）
　◇　消費者行政の強化・充実
　　・　消費者の安全で安心な暮らしを守るため地方消費者行政を強化
　◇　消費者保護・育成施策の充実
　　・　自立した消費者を育成し公正で持続可能な社会環境を創出
《公明党　マニフェスト2017》（P17）
　◇　消費者被害対策など

県担当課名　　消費者くらし政策課
関係法令等　　消費者安全法，消費者契約法

　■　消費者に代わって，事業者の不当行為を差止め請求する権利を有する
　　「適格消費者団体」では，活動資金の確保に苦慮している。

　■　高度情報化社会の進展や成年年齢の引き下げなど，消費者を取り巻く
　　社会環境は変化しており，「複雑化する消費者相談への対応」が重要である。

　■　消費者行政の最前線は「地域」であり，消費者の安全・安心を確保して
　　いく上で，地域の相談体制の充実・強化が極めて重要である。

　■　これまでの消費者被害の防止から一歩進んだ取組みとして，
　　自立し，自ら行動する消費者の育成が求められている。

直面する課題

消費者被害の防止

自立し，自ら行動する消費者の育成

デジタルコンテンツ リフォームトラブル ネット通販 見守りネットワーク

エシカル消費 若年者向け消費者教育 消費者志向経営 リスクコミュニケーション

ｅｔc.

ｅｔc.イラスト出典：消費者庁イラスト集より

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
充
実
･
強
化

新
た
な
消
費
者
行
政
の
展
開
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【課題解決への方向性と処方箋】

【徳島発の政策提言】

　・　「適格消費者団体」の円滑な活動を推進するための支援制度を創設すること。
　　その財源として，景品表示法の「課徴金」を活用すること。

　・　消費生活相談体制を維持・充実させ，消費者問題解決力の高い地域社会を
　　創出するため，必要な地方消費者行政強化交付金予算の総額を確保すること。

　・　地方公共団体が企画競争する提案型事業や，複数の地方公共団体が連携
　　する広域連携事業を，「地方からの課題解決提案枠」として交付金対象
　　とすること。

　・　若い世代の相談員を確保するため，消費生活相談員の活動への支援や
　  魅力ある職場づくり，PIO-NETの適切な配置を推進すること。

　■　意欲ある地方公共団体による，創造的な取組みを推進するとともに，
    それらの取組みを全国各地へ拡大し，継続的に発展させることが必要である。

　■　不当な勧誘や契約条項による被害への救済や拡大防止の取組みを進める
　　「適格消費者団体」の支援を強化する必要がある。

　

　

  ■　国の「地方消費者行政強化作戦」を踏まえ，どこに住んでいても質の高い
　　消費生活相談が受けられる地域体制の整備及び安定的な維持が重要である。

  ■　専門性の高い消費生活相談にも円滑に対応できるよう，長期に相談業務に
　　携われる，若い世代の相談員の確保や育成が必要である。

方向性（処方箋）

具体的内容

提言① 地方消費者行政強化交付金の強化・拡充

将来像

徳島県の取組

どこに住んでいても質の高い消費生活相談や
被害の救済を受けられる社会の実現！

地方創生の成果実感に向けて

県版見守りネットワーク設立(H29.１2.20)

H31年度末までに全市町村で設立

県内の全ての高校１年生を対象に

｢社会への扉｣を活用した授業実施

消費生活センターの

全県展開（H30.3月）

消費者行政・消費者教育の「とくしまモデル」を展開

消費者基本計画

消 費 者 教 育
推 進 計 画

H29.8月改定

H30.3月改定

相談体制の充実 モデルプロジェクト実施

・ 安全・安心の
まちづくり

・ ＳＤＧｓへの
貢献

・若年者向け消費者教育

・見守りネットワークの構築

・エシカル消費の推進

・消費者志向経営の推進
ｅｔc.

四国４県連携フォーラム開催

テーマ：エシカル (H29.１1.7)

提言② 消費者被害防止対策への積極的な支援

-70-


